
秋田市公告

秋田市都市計画道路網見直し検討業務委託について公募型プロポーザル

を実施するので、次のとおり公告する。

令和４年５月23日

秋田市長 穂 積 志

１ 業務概要

(1) 業務名

秋田市都市計画道路網見直し検討業務委託

(2) 業務内容

長期間にわたり未着手となっている都市計画道路について、その必

要性・実現性を改めて検証し、都市計画道路の存続、変更又は廃止の

方針を決定するまでの業務を委託するものである。

(3) 業務期間

契約締結日から令和５年３月24日まで

(4) 業務規模

本業務の参考業務規模は、8,294,000円（消費税および地方消費税

を含む。）とする。

２ 参加資格

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる事項を全て満たす者と

する。

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該

当しない者であること。

(2) 国および本市を含む地方公共団体から製造の請負、物件の買入れそ

の他の契約に係る指名停止措置要領に基づく指名停止措置を、公告の

日から特定結果の通知の日までの期間内に受けていないこと。

(3) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立



て又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく民事再生手続開

始の申立てがなされている者（手続開始の決定を受けた者を除く。）

でないこと。

(4) 暴力団又は暴力団員の統制の下にある法人等でないこと。

(5) 秋田市測量・建設コンサルタント等登録業者で、建設コンサルタン

ト登録規程（昭和52年建設省告示第717号）第２条の規定により、

「道路」又は「都市計画および地方計画」の部門に登録されているこ

と。

(6) 過去に同種又は類似業務を元請けとして受託し、業務を完了した実

績を有する者であること。

３ 手続等

(1) 実施要領の交付

ア 交付期間

令和４年５月23日（月）から同年６月６日（月）まで

イ 交付方法

実施要領は、都市計画課ホームページからの入手を原則とする。

（https://www.city.akita.lg.jp/jigyosha/sonota-nyusatsu-keiy

aku/1034568.html）また、希望者には都市計画課においても直接交

付する（直接交付は、平日の午前９時から正午までおよび午後１時

から午後５時までとする。）。

(2) 参加表明書の提出

ア 提出期限

令和４年６月６日（月）午後５時

イ 提出場所

〒010-8560 秋田市山王一丁目１番１号

秋田市都市整備部都市計画課

電話番号 018-888-5764

Ｆ Ａ Ｘ 018-888-5763

E - m a i l ro-urim@city.akita.lg.jp

ウ 提出方法



次のいずれかの方法によること。

(ｱ) 持参

提出期限までの日（休日を除く。）の午前９時から正午までお

よび午後１時から午後５時までに限り受け付ける。

(ｲ) 郵送

書留郵便に限る。提出期限までに必着のこととし、必ず電話に

より到着の確認をすること。

(ｳ) 電子メール

提出期限までに必着のこととし、必ず電話により着信の確認を

すること。

(3) 企画提案書の提出

ア 提出期限

令和４年６月27日（月）午後５時

イ 提出場所

３(2)イに同じ。

ウ 提出方法

３(2)ウの(ｱ)又は(ｲ)の方法によるものとする。

４ 審査等

(1) 参加表明書を提出した者のうちから、秋田市都市計画道路網見直し

検討業務委託に関する公募型プロポーザル審査委員会（以下「審査委

員会」という。）において審査を行い、企画提案書の提出を要請する

者の選定を行う。

(2) 企画提案書を提出した者のうちから、審査委員会において企画提案

書およびヒアリングにより審査を行い、その結果に基づいて市長が本

業務委託における受託候補者を特定する。

５ その他

(1) 企画提案書の作成、応募、ヒアリング等本プロポーザルに要する費

用は、応募者の負担とする。

(2) 提出された書類等は、返却しない。

(3) 提出された書類等は、提出者に無断で本プロポーザル以外に使用し



ない。

(4) 提出された書類等は、審査および説明の目的にその写しを作成し使

用することができるものとする。

(5) 提出された書類等は、公平性、透明性および客観性を期すため、公

表することがある。

(6) 前号により公表する場合、提案書の写しを作成し使用することがで

きるものとする。

(7) 企画提案書および見積書の受理後の差し替え、追加、削除等は一切

認めない。

(8) 参加表明書に記載した予定技術者は、原則として変更できない。た

だし、やむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術

者であるとの本市の了解を得なければならない。


